
 

 

 

 

 

 
 
 
 
３月22日、公務員連絡会（議長：武藤国公連合委員

長）は、2022春闘要求書に対する前進回答に向け、川

本人事院総裁と交渉を行い、春段階の見解を質した。 

【交渉結果】 

①賃金情勢に関し、「大手企業の集中回答日以降の状

況は、製造業は昨年を上回る水準での回答も見られて

いるが、製造業以外は明らかでない」としたうえで、

「民間動向を注視し、官民較差をもとに適切に対処」

との姿勢にとどまった。諸手当課題も具体的改善策まで示されなかった。 

 ②勤務時間制度の在り方については、「『テレワーク等の働き方に

対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会』で検討中」との

言及があった。３月 15 日人事院・職員福祉局長交渉では、「研究会

での議論を踏まえ、今夏の段階で骨格が定まったものは報告等で言

及も考えたい」としていることからも、在宅勤務の本格化を見据え、

人事院報告に向けた具体的な検討が加速すると想定される。 

交渉団から、「現時点で民間春闘は昨年を上回る賃上げ方向。労使

の努力が実ったもの。人事院は感染症対策や災害対応など、現場で

奮闘する職員の労苦に報いる賃金・労働条件の確保を行うべき」と求めた。 

公務員連絡会は、具体内容が示されず不満はあるも、22人勧闘争に向けた基本姿勢と

して受け止めるとし、闘争体制を堅持するとの声明を公表、春闘期での交渉を終結した。 

 

 

 

 

人事異動等により住所が変わる場合には、県職労総合共済や『住まいる共済』（火災

共済・自然災害共済）の住所・建物（保障対象物件）の変更が必要です。この変更を忘

れると、いざという時の手続きや確認作業に時間を要する場合や、最悪の場合には保障

を受けられないこともあります。詳しくは、最寄りの書記局に問い合わせを。 
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新年度目前！支
部・分会体制の確
立と、職場での声
かけによる新採用
職員・未加入者の
加入を実現しよ
う。 

改善求める交渉団（右は川本自治労委員長） 

川本人事院総裁 



 

 

 

 

 

 民間大手での22春闘交渉がヤマ場を迎えている。連合が３月18日公表した春季生活闘争集計結果（３

月18日時点）では、定昇含み平均賃上額（加重平均）は 6,581円（賃上げ率2.41％。昨年同時期比1,018

円）となっている。コロナ禍が続くなか、昨年度を上回る賃上げ基調となっている。もっとも、民間大

手の賃上げ回答を牽引しているのはコロナ禍でも業績が好調な製造業であり、製造業以外は厳しい回答

が多く、春闘情勢は流動的だ。春闘交渉は、大手企業から地場中小企業に移行する。夏季一時金交渉も

今後本格化をする。春闘情勢を注視し、公務職場においても民間春闘と連動しながら、要求・交渉を強

化していこう。 

 

 

 

人事異動が伴うため、４月に分会体制を確立させる必要があります。分会（職場のこ

と）単位で役割を分担し、職場の組合員の声を支部・本部へ届け、職場環境の問題解決

や、本部が提起する様々な取り組み・情報を組合員にスムーズかつ確実に伝達していく

ことが大切です。分会での人員要求をはじめ、多くの組合員の切実な要求を実現するた

めにも職場段階での分会体制の早期確立と、分会全員の組合加入が不可欠です。 

組合の真の力量は、日頃から組合員が職場の問題点や自身の働き方を見つめながら矛

盾を指摘していくことで向上します。分会は真に、県職労運動の「かなめ」といえます。 

分会役員を早期に選出できるよう、皆さんのご協力をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

４月には、新採用職員137人（知事部局のみ・管理

職除く）が各職場に配属される。職場の先輩組合員

が自信を持って新採用職員に声掛けすること（新

採用パンフレットと加入届出書を渡す）、その後に

分会内で集まりを持ち、丁寧に新採用職員とかか

わることが加入につながっており、2021年度は69

人の新採用職員の加入実績となった。着

任時の先輩組合員からのアプローチが

重要となる。「組合は必要だから加入す

るもの。組合に加入することは県民のた

めにもつながっている」と声掛けし、一

日でも早く県職労の仲間入りを実現しよう。 

これ、県職員の組合の加入届だよ。組

合は必要だから県職員でもつくってる

よ。記入したら私に提出してね。 

細かいことは、先輩

組合員や組合書記

さん、学習会などで

教えるから心配し

なくても大丈夫。 
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